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午後６時１５分 開会 

 

１ 開  会 

【相談支援担当課長】  定刻になりましたので、平成３０年度第１回武蔵野市地域包括

ケア推進協議会を開会いたします。 

 本日はお忙しいところ、また、遅い時間にお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。私は、事務局であります高齢者支援課相談支援担当課長の勝又と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。今回は、委員改選後の初の協議会ですので、会長選任までの

間、進行役を務めさせていただきます。 

 

２ 挨  拶 

【相談支援担当課長】  開会に当たりまして、健康福祉部長の森安より、ご挨拶申し上

げます。 

【健康福祉部長】  皆様、こんばんは。お忙しい中、地域包括ケア推進協議会にお集ま

りをいただきまして、ありがとうございます。健康福祉部長の森安でございます。 

 先ほど、ある委員から「毎年、名刺の変わっている森安さんね」と言われましたけれど

も、（笑）そのとおりでございまして、わずか１年前は高齢者支援課長、そして福祉公社

常務理事、この４月１日付で健康福祉部長に着任いたしました。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 きょうご参加いただいております委員の皆様方は、昨年、高齢者福祉計画・第７期介護

保険事業計画あるいは健康福祉総合計画の策定委員としても中心的にその委員を担ってい

ただいて、策定をいただき、ありがとうございました。おかげさまで、この４月から全て

の計画が着実に実施されております。 

 後ほどご紹介も差し上げますけれども、平成３０年度の介護保険制度改正に伴いまして、

地域包括支援センターに対する評価の仕組みが取り入れられることとなってまいりました。

私どもの地域包括支援センターにつきましては、基幹型であっても、あるいは在宅介護・

地域包括支援センターであったとしても、この地域包括ケア推進協議会で毎年その年の計

画をお示しして、その翌年に、その執行状況についてご報告を差し上げて、皆様からその

評価をいただいているということではございましたけれども、これからはそれが法定化さ

れて、私どもが自己評価した上で、皆様にさらにそれについてご評価いただく、そういっ
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た段取りになってまいりますので、新しい制度の中でも引き続きよろしくお願いしたいと

思っております。 

 それから、もう１つ、これもまた後ほど担当のほうからご説明申し上げますが、今年度

新たに整備をする予定の地域密着型の介護保険の施設がございます。地域密着型の施設と

申しますのは、基本的には武蔵野市民だけがご利用いただける施設でございまして、今年

度は看護小規模多機能型居宅介護事業所の設置を目指しておりますけれども、そちらにつ

いてもご説明差し上げます。こういった市民の方だけがご利用いただけるようなサービス

ですとか施設についても、こちらで委員の皆様方からご意見を承って、その上で私どもが、

この事業所を運営事業者として選任することに間違いないということのお墨つきをいただ

くような場でもございますので、そちらについても引き続きどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 毎年毎年会議の場で報告ばかりが多くて、なかなかご議論いただく時間がとれない、そ

ういった会議になっておりますけれども、少しずつ改善をしながら、皆様からご意見をい

ただいて、武蔵野市の地域包括ケアがますます推進できるように頑張ってまいりたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委嘱状交付 

【相談支援担当課長】  次に、委嘱状の交付でございますが、時間の限りがあることも

あり、まことに恐縮ではございますが、机上配付とさせていただいております。任期は 

２０２１年３月３１日までの３年間でございます。お名前と誤りがないか、ご確認をいた

だければと思います。 

 

４ 委員自己紹介 

【相談支援担当課長】  次に、委員の皆様に自己紹介をしていただきたいと思います。

名簿の記載の順番とは異なりますけれども、お席の順番でマイクをお回ししますので、お

名前、ご所属等を一言ずつお願いいたします。 

【山井委員】  明星大学の山井と申します。こちらの地域包括ケア推進協議会にはかな

り長期にわたってかかわらせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【那須委員】  武蔵野市医師会の那須と申します。鈴木先生の後を継いで来させていた

だいております。私は、介護認定審査会で武蔵野市の仕事に携わらせていただいておりま
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した。どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤澤委員】  武蔵野市薬剤師会の藤澤と申します。住民の皆様が住みなれた地域で、

その有する能力に応じた、自立した日常生活を営むことができるような、そんな会議を目

指して、薬剤師の立場でいろいろご意見を述べていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

【芦澤委員】  私は特別養護老人ホーム武蔵野館の施設長を務めております芦澤と申し

ます。施設長会の推薦を受ける形で、きょうこの場に立たせていただいております。任期

のある限り頑張らせていただきたいと思いますので、事業所の立場を含めて発言をいろい

ろとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【川鍋委員】  武蔵野市民生児童委員協議会第三地区会長の川鍋と申します。民生委員

は、地域の中でいろいろと必要とされているサービスをつないでいくのが仕事と考えてお

りますけれども、実際に使える、いろいろ有効なサービス、制度なども、どういう経緯で

そのサービスができたか、現在どう使われているか、ここの席に出させていただいて、ふ

だんなかなか知り得ないようなこと、気がつかなかったようなことも勉強させていただい

ています。これからも任期中、勉強させていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

【酒井委員】  こんばんは。名簿 13 番の酒井です。武蔵野市民社会福祉協議会ボラン

ティアセンターの運営委員長をしております。私自身は４人の親の介護をした経験があり、

また、テンミリオンハウスくるみの木で、家族介護の会という自宅で家族の介護をされて

いる方同士の集まりを約９年間続けておりますので、介護をされている方のご苦労やご本

人の困苦を代弁するような意見を言えればと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【加藤委員】  名簿で 15 番目に載っております武蔵野市シルバー人材センターの加藤

と申します。シルバー人材センターは約１２００名の会員がおります。皆６０歳以上とい

うことでございますけど、元気に、どちらかといえば、包括ケアの支える側で活動できれ

ばと思っております。よろしくお願いいたします。 

【冨岡委員】  皆さん、こんにちは。冨岡と申します。今回、公募委員ということで、

初参加となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ふだんはレモンキャブ７号車の

管理者をしておりまして、常日ごろから高齢者や障害者の方々と接することが多いので、

そういったときに、いただいたご意見とかをこちらのほうで反映させていただけたらと思
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います。 

【渡邉（大）委員】  成蹊大学の渡邉と申します。電車がおくれてしまい、たった今到

着しました。申しわけございません。 

 私は、すぐそこにあります成蹊大学の文学部で教鞭をとっております。専門は社会学で

して、特に高齢者の社会参加等をこれまで研究してまいりました。武蔵野市ではさまざま

な、例えばいきいきサロンであるとか、シニアボランティアポイントであるとか、あるい

はテンミリオンハウスといった、地域の方々が自発的にお互いを支え合っていく仕組みが

ある。そういった形で私はかかわらせていただいております。昨年度も、この地域包括ケ

ア推進協議会に参加させていただきましたが、今年度も引き続き参加させていただくとい

うことで、ぜひ勉強させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

【清水委員】  こんばんは。武蔵野市歯科医師会の副会長を務めております清水と申し

ます。前年度に引き続き、継続ということで、また、歯科からの立場ということで、少し

でもお力になれるといいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

【渡邉（政）委員】  皆さん、こんにちは。柔道整復師会の渡邉と申します。柔道整復

師として、現在、いきいきサロンで介護予防にかかわらせていただいていますが、ほかの

分野でもご協力できればと思いますので、よろしくお願いします。 

【竹森委員】  訪問介護事業部のアクセスポイントの竹森と申します。今回は初めての

参加になります。介護現場の直接の役割を担っているホームヘルパーの管理をしておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

【小林（ひ）委員】  武蔵野市福祉公社在宅サービス課権利擁護センターの小林と申し

ます。私ども公社では、地域福祉権利擁護事業ですとか成年後見制度の事業を実施してお

りまして、その立場から、住みなれた地域でいつまでもというところをお手伝いさせてい

ただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【磯川委員】  名簿の 12 番、地域福祉活動推進協議会からの推薦を受けまして出てま

いりました、中央福祉の会で会長を務めております磯川と申します。この介護保険に絡ん

だ委員を務めるには余りにも経験不足でございまして、せんだって、高齢者支援課のお若

い方にいろいろ勉強させていただきました。にわか勉強でございまして、なかなか有益な

ご意見を述べるまでに至るかどうかわかりませんけれども、精いっぱい務めさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【小林（宏）委員】  14 番の武蔵野市老人クラブ連合会から来ました小林と申します。
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よろしくお願いします。 

【島田委員】  こんばんは。16 番、公募委員の島田でございます。第１号被保険者と

いうことで、高齢者のほうから出ておりますので、私がこれからお世話になるところがど

うかというのを含めて勉強しながら、意見を言わせていただければと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

【渡辺（紀）委員】  19 番の渡辺紀子と申します。今回、公募委員として、このよう

な機会をいただきまして、まことにありがとうございます。現在、大学のほうで職域の健

康心理学を研究しておりまして、２年前から介護従事者のマネジメント等の研究をさせて

いただいております。両親が大変お世話になりましたので、何かの形でご恩返しができれ

ばと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【相談支援担当課長】  ありがとうございました。本日、欠席のご連絡をいただいてお

りますが、居宅介護支援事業者連絡協議会より鳴海委員、公募委員として別所委員のお２

人がいらっしゃいます。 

 

５ 事務局紹介 

【相談支援担当課長】  次に、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

【高齢者支援課長】  皆さん、こんばんは。高齢者支援課長の小山と申します。この３

月３１日まで、社会福祉法人武蔵野のほうで、どちらかというと事業者サイドで、特別養

護老人ホームゆとりえですとかケアハウス、障害系では武蔵野障害者総合センターの事務

を中心とする事務局長という形でやっておりました。これからもどうぞよろしくお願いい

たします。 

【武蔵野市福祉公社常務理事】  福祉公社常務理事の小島でございます。この４月に現

健康福祉部長の森安部長の後任として着任いたしました。よろしくお願いいたします。 

【武蔵野健康づくり事業団事務局長】  公益財団法人武蔵野健康づくり事業団事務局長

をしております守矢と申します。市と連携をしながら、一次予防、二次予防の健康づくり

の支援の事業を進めております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【武蔵野市シルバー人材センター事務局長】  武蔵野市シルバー人材センターの事務局

長をしております中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【相談支援担当課長】  では、どうぞよろしくお願いいたします。 
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６ 会長及び会長職務代理者選出 

【相談支援担当課長】  次に、会長及び会長職務代理の選出を行います。 

 武蔵野市地域包括ケア推進協議会設置要綱第４条により、協議会の会長は委員の互選に

より選出、また職務代理者については会長が指名する委員とされています。 

 まず、会長でございますが、どなたかご推薦はございますでしょうか。 

【酒井委員】  できれば、明星大学の山井先生に今回もお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

     〔拍  手〕 

【相談支援担当課長】  それでは、会長を山井委員にお願いしたいと存じます。 

 委員には、席を移動していただきまして、ご挨拶をお願いできればと思います。また、

あわせて職務代理者の指名についてもお願いいたします。 

     〔山井会長、会長席に着く〕 

【会長】  まことに僣越ではございますが、会長を仰せつかりました明星大学の山井と

申します。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、職務代理者として、今までもこういういろんな計画関係でご活躍いただきま

した成蹊大学の渡邉先生をぜひお願いしたいと思います。皆様、いかがでしょうか。 

     〔拍  手〕 

【会長】  よろしくお願いします。 

     〔渡邉（大）委員、会長職務者席に着く〕 

【会長職務代理】  ただいま会長からご指名いただきました渡邉と申します。大変にま

だまだ未熟者ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ちなみに、本日、遅刻してしまったのですが、横浜市のほうへ、このような地域包括の

かかわる事業等の見学というかインタビューに行ってまいりました。今、日本中でこう

いった地域包括ケアを、もちろん職員の方々、それからプロの方々、さらに地域の方々と

どのように組み立てるかはすごく重要なことですので、ぜひ皆様のご意見を伺いながら、

ご一緒に地域包括ケアの推進を行えればと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【相談支援担当課長】  それでは、この後の進行につきましては、会長にお任せいたし

ます。よろしくお願いします。 
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７ 協議会の運営について 

【会長】  この後の進行ということで、皆様よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第の７「協議会の運営について」。事務局よりご説明をよろしくお願いい

たします。 

【相談支援担当課長】  まず、協議会の成立についてですが、本日は委員１９名中１７

中の過半数の委員が出席されておりますので、武蔵野市地域包括ケア推進協議会設置要綱

第６条第２項により、本協議会は成立しております。 

 また、本日、傍聴の希望者がいらっしゃいましたら、入室をお願いしてもよろしいで

しょうか。――傍聴者はいらっしゃらない。 

 次に、議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

 本日、机上配付をさせていただいておりますが、資料１が協議会の設置要綱。 

 資料２が、協議会委員皆様の名簿。 

 資料３が、介護保険事業の実績報告、ホチキスどめのもの。 

 資料４が、「居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について」。 

 資料５が、地域密着型サービスの実績報告。 

 資料６が、介護予防・日常生活支援総合事業の実績報告。 

 資料７が、生活支援体制整備事業の実績報告。 

 資料８が、地域密着型サービスの整備の予定。 

 資料９－１が、横組みになっておりまして、基幹型及び在宅介護・地域包括支援セン

ター業務報告。 

 資料９－２が、今度は縦組みになりますけれども、ホチキスどめの基幹型及び在宅介

護・地域包括支援センター業務報告。 

 資料１０が、基幹型及び在宅介護・地域包括支援センター運営方針並びに事業計画

（案）。 

 資料１１が、ＳＯＭＰＯケアグループの組織再編についてでございます。 

 過不足等ありましたら、お知らせください。 

 では、よろしくお願いいたします。 

【会長】  資料がお手元にない方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

８ 議  事 
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 （１）報告事項 

   ①平成２９年度介護保険事業の実績報告 

   ②居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について 

   ③平成２９年度地域密着型サービスの実績報告 

   ④平成２９年度介護予防・日常生活支援総合事業の実績報告 

   ⑤平成２９年度生活支援体制整備事業の実績報告 

   ⑥平成３０年度の地域密着型サービスの整備の予定 

【会長】  それでは、議事に入りたいと思います。 

 まずは、報告事項といたしまして、次第の８、（１）の①から⑥までを一括して事務局

からご報告いただきまして、後ほどまとめて質疑の時間を設けたいと思います。それでは、

どうぞよろしくお願いいたします。 

【介護保険係長】  私は介護保険係の梅田と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、資料３を使います。「平成２９年度介護保険事業の実績報告」をさせ

ていただきます。 

 下のスライド番号を申し上げます。 

 まず、２番「人口と被保険者数・認定者数の実績」でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、スライドの３番、「表１－１【人口と被保険者数・認定

者数の実績】」でございます。昨年度（２９年度）から高齢化率は０．１ポイント上昇し

まして２２．１％、約４．５人に１人が６５歳以上という現状でございます。うち、後期

高齢者はさらに半数を超過し、昨年度比０．６ポイント増の５２．３％、約８．７人に１

人が７５歳以上という状況になっております。 

 続きまして、スライドの４番、認定者数の実績①でございます。上が２８年度末、下が

２９年度末の認定者数の状況でございます。全体では、２８年度比１．４ポイント増で、

１０１．４％の認定者数になっておりますが、総合事業の施行等により、要支援と要介護

の構成比は要支援のほうが若干少なくなっております。 

 次のページに行きまして、スライドの５番、認定者数の実績②でございますけれども、

数で申し上げると、２９年度は、２８年度比、全体で８６人の増加になってございます。

総合事業対象者が２１人減っておりますので、全体で申し上げると、６５人の増加となっ

てございます。 

 スライドの６番でございます。先ほどのスライドの５番をグラフ化したものでございま
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すが、要支援１、要介護１・２・３で前年度比増、それ以外が減という状況でございます。 

 スライドの７番は、平成２６年度から２９年度までの４年間の認定者数の推移を棒グラ

フと折れ線グラフで示したものでございます。先ほど単年度では増減がございましたけれ

ども、複数の年度で見ますと、増減については認定有効期間のサイクル、１２カ月、２４

カ月の山、谷がございますので、増減を繰り返しながら、全体数としては増加をしている

という状況でございます。 

 続きまして、給付費の実績でございます。 

 スライドの９番。こちらは間違いがございます。申しわけございません。グラフ欄外の

マルの文章に「平成２７年度」とございますが、平成「２８」年度の給付費を１．０とし

て、２９年度の給付費の増減率をグラフで示したものでございます。本年度の特徴的な増

減としましては、左下の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、左上の介護老人福祉施設が

増になっております。これは、計画された６期中の基盤整備が影響しているところでござ

います。 

 スライドの１０番、前年度比で大きく増減のあった主なサービスと、その推測される主

な要因を一部列挙してございます。 

 一番大きな増加率のございました定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございますが、

前年度比１．１６で、第６期中に市内に整備を計画した１事業者さんの増に伴う給付費の

増がございました。２番目が１．１０の居宅療養管理指導費でございますけれども、こち

らは８位になってございます特定施設入居者生活介護、いわゆる有料老人ホームの増に

伴って増加したものでございます。こちらは２８年度中に市内に開設した有料老人ホーム

が影響してございます。６番目の介護老人福祉施設ですが、こちらは２９年５月に開設を

いたしました特別養護老人ホームとらいふ武蔵野の入所者数の増に伴う給付費の増でござ

います。 

 反対に、減少となったサービスでございますけれども、こちらにも間違いがございまし

て、３番の通所リハビリテーション、４番の訪問リハビリテーション。こちらは利用者数、

給付費がそれぞれ「増」「増」となっておりますけれども、「減」の誤りでございます。利

用者数が、こちらのサービスにつきましては減少がございまして、結果的に給付費も下

がった形になってございます。最も大きく減少した小規模多機能型居宅介護につきまして

は、利用者数が２名から１名。もともとの利用者数が少ないため、わずかな差が大きく反

映したものでございます。 
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 スライドの１２番は、先ほどの総給付費の中から介護給付費を抽出したものでございま

すけれども、総給付費の９８．８％を占めるため、おおむね総給付費と同じ形になってご

ざいます。 

 スライドの１４、介護予防給付費。こちらは、総給付費から予防給付費のみを抽出した

形でございますが、大分いびつな形になってございまして、前年度比で上回ったサービス

は、訪問看護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護いわゆる有料老人ホームの３

サービスのみでございます。介護予防訪問介護、同じく介護予防通所介護が総合事業の施

行に伴って移行したために大きく減少し、予防給付全体でも前年度比１３．９ポイント減

の８６．１％となっている点が大きな特徴かと思います。 

 スライドの１６は、先ほどの前年度比を金額ベースで棒グラフ化したものでございます。

本市の特徴といたしましては、入所、居住系のサービスが給付費の中で突出をしていると

ころでございますけれども、有料老人ホームと特別養護老人ホームが、２９年度について

は、さらに増加をしたところが大きな特徴かと思います。 

 スライドの１７、予防給付費でございますけれども、こちらもやはり居住系のサービス、

有料老人ホームがグッと伸び、訪問介護、それから介護予防訪問介護と介護予防通所介護

がグッと少なくなったところが棒グラフで見てとれるかと思います。 

 スライドの１８番は、７期の計画の４７ページにも現状分析として２８年度の実績を掲

載しているところでございますが、これを２９年度に更新したものでございます。特養が、

２８年度におきましては１９．６％でございましたが、先ほど申し上げたとおり、とらい

ふ武蔵野の開設によって、２０％を超えてまいりました。その下に、特別養護老人ホーム

とらいふ武蔵野の実績の推移を折れ線グラフにしてお示ししてございますが、２９年５月

にオープン以来、段階的に入所者が増加しておりまして、こちらを反映した結果となって

おるかと思います。総合事業につきましては、２８年度と同様、全体の割合に対して 

０．７％となってございます。 

 スライドの１９番。第６期事業計画期間中の給付費の推移及び実質保険料についてまと

めました。 

 スライドの２０番でございます。２５年度から２９年度までの直近５年間の月別の給付

費の推移を折れ線グラフでお示しいたしました。５期までの給付費は、認定者数の約４％

に近い伸び率で毎年推移をしておったところですが、２７年度からの第６期におきまして

は、さまざまな影響がございました。まず、過去最大の全体でマイナス２．２７％の介護
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報酬のマイナス改定、２割負担導入、高額介護サービス費、負担限度額認定の見直しなど、

さまざまな制度改正の影響で、給付費の伸びは大きく鈍化をした形になってございます。

２８年度は前年度比１００．５％、２７年度は１０１．４％と、伸びが鈍化をしました。

２９年度は、先ほどから申し上げている特別養護老人ホームの新設等もございましたので、

２８年度比１０３．５％と、伸びが少しふえた形になってございます。 

 スライドの２１番は、地域包括ケア見える化システムの管理指標から掲載しております。

第６期の保険料基準額の実績でございます。左側が準備基金取崩前の実質保険料６０１４

円に対して、実績が５７４４円。９６％の出来高実績になっております。右側が準備基金

取崩後の条例保険料ですけれども、５９６０円に対し、９５％の実績で５６８９円となっ

てございます。 

 スライドの２２番でございますが、全国、東京都、武蔵野市の３カ年の実質保険料の推

移をお示ししたものでございます。保険料については、３カ年の均衡財政で保険料を推計

しておりますので、当市においては最終年度の特養分をターゲットにしておりまして、初

年度と中間年度は東京都や全国と比べて条例保険料との差が少し大きくなってございます。 

 スライドの２３番でございます。こちらは第７期の保険料基準月額の推計に当たっての

上昇要因、減少要因、推計の過程をまとめたものです。こちらは計画のほうにも掲載して

ございます。先ほど申し上げた、鈍化した給付費の伸びに伴う６期中の保険料の余剰金に

つきましては、２９年度決算見込み時点での基金残額を全て７期保険料の設定に投入させ

ていただきました。これによって、６期の基金投入後基準月額５９６０円から、７期では

本来実質保険料６５７３円になるところで、１０．３％の上昇になるところでございまし

たが、２８０円増の４．７％に抑制いたしました。東京都、全国の加重平均が、それぞれ

６．７％、６．４％増になっているところからすると、武蔵野市では、この基金を活用し

ながら、かなり低い形で保険料を抑えることができたかなと思っております。最終的に、

６２４０円に設定させていただき、７期において健全に、適切に介護保険事業を運営して

いきたいと考えております。 

 私からの説明は以上になります。 

【介護サービス担当係長】  続きまして、資料４「居宅介護支援事業所の指定権限の移

譲について」のご説明を差し上げます。介護サービス担当の長坂と申します。よろしくお

願いいたします。 

 平成３０年４月より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から全ての市町村等に
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移譲されました。これに伴い、本市でも「武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例」を制定いたしまして、市内に開設する居宅介護支援事業

所についての指定や更新の手続、また指導監督を行うこととなりました。 

 ２番目に、対象事業者を出してございます。３０年４月１日現在、４７事業所がござい

ます。こちらについての指定や更新手続、指導監督を行う予定でございます。 

 続いて、２ページに「居宅介護支援事業者の指定権限の移譲」という図式のものがござ

います。こちらでご確認いただきたいのですけれども、左側が「現行」、右側が「３０年

４月以降」ということで、今まで都道府県、指定都市や中核都市が担っていた役割を、右

側を見ていただきますと、市町村のほうに役割が移っておりまして、都道府県は市町村の

支援ですとか居宅介護支援事業所への助言・その他の援助を行うという形に変わってきて

おります。 

 続いて、資料５「平成２９年度地域密着型サービスの実施報告」をごらんください。 

 １「利用状況」につきましては、資料をごらんいただければと思います。 

 ２「運営推進会議の開催状況」は、３０年３月３１日現在ということで、各事業所の運

営推進会議の実施状況を記入してございます。こちらもご確認いただければと思います。 

 ３「指定の有効期間」です。７ページをごらんください。介護サービス事業所につきま

しては、有効期間が決められております。有効期間が過ぎますと、そこで指定の更新を行

います。本年度更新がある予定のものは、リハビリデイサービスまなの有効期限が、平成

３０年７月３１日になっております。また、ステップぱーとなー境も、平成３０年１１月

３０日になってございます。今年度はこの２カ所につきまして、本協議会のご意見を伺っ

て、指定の更新をすることになります。ただ、通所介護につきましては、以前、こちらの

会議の取り決めということで、報告を差し上げることになっておりますので、本年度のい

ずれかの会議で、指定状況につきましてご報告することになると思います。 

 続いて、８ページをごらんください。 

 地域密着型通所介護の廃止ということで、介護予防デイサービスあかつきという事業者

ですが、こちらは廃止届が出されまして、平成３０年３月３１日付で事業廃止となりまし

た。こちらにつきましては、現在は地域密着デイは廃止をされましたが、総合事業につき

ましては、引き続き市内で活動してございます。 

 続いて「参考」の３番目のマルを見ていただきたいのですけれども、運営推進会議の回

数についてです。平成３０年４月１日より、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
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は、今まで３カ月に１回行っていたのですけれども、制度改正によりまして、６カ月に１

回以上の実施となりましたので、本年度は６カ月に１回の会議の参加とご報告ということ

になると思います。 

 以上です。 

【介護予防・生活支援担当係長】  続きまして、資料６の「平成２９年度介護予防・日

常生活支援総合事業の実績報告」についてご説明いたします。 

 要支援１・２の方、それとともに総合事業対象者に対する訪問型サービス、通所型サー

ビスの利用者数について、まずご説明いたします。訪問型サービス、通所型サービスとと

もに減少傾向にございます。また、訪問型サービス全体の利用者が減少している中、市の

独自の研修を受けた市民による認定ヘルパーの利用者については横ばいの傾向にございま

す。 

 続きまして、２「支給額」についてご説明いたします。訪問型サービス、通所型サービ

スとも減少傾向にございます。３月審査分の前年度比較で申し上げますと、訪問型サービ

スが２１％、通所型サービスが２１．５％の減となってございます。これにつきましては、

利用者数の減少が影響しているものと考えられます。 

 裏面をおめくりいただきまして、３「事業所の指定」でございます。総合事業の事業所

の指定につきましては、みなし指定というものがございます。このみなし指定というのは、

総合事業が始まる前の平成２７年３月までに、従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介

護の指定を受けていた事業者については、総合事業が始まった後、平成３０年３月３１日

まで総合事業の事業所の指定を受けているものとみなされ、総合事業開始後も継続して

サービスを提供できるとした制度でございます。このみなし指定が平成３０年３月末で終

わるのに伴いまして、平成３０年４月以降の指定の申請を受け付けたところでございます。

このみなし指定の終了前後の事業所数を比較いたしますと、訪問型サービスでは１６事業

所の減、通所型サービスは９事業所の減でございました。申請を行わなかった事業所のう

ち、訪問型サービスの２事業所以外は総合事業の利用者がなかった事業所であり、みなし

指定の終了による利用者への影響は限定的であったと考えられます。なお、利用のあった

訪問型サービスの２事業所の利用者につきましては、他の事業所のサービスが利用できる

ような調整を行ったところでございます。 

 続きまして、４「武蔵野市認定ヘルパーの養成」でございます。先ほどご説明いたしま

した市の独自の研修を受けた市民による武蔵野市認定ヘルパーの養成につきまして、５月、
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１２月、３月に研修を実施したところでございます。平成２９年度につきましては、合計

２３名のヘルパーを新たに養成いたしました。また、このヘルパーの所属先として１事業

所が新たに追加されました。下の表で申し上げますと、従来、福祉公社、シルバー人材セ

ンターが所属先でございましたが、ＮＰＯのワーカーズどんぐりというところが１カ所追

加になったところでございます。また、幅広い層がこの研修を受講しやすくするために、

平成３０年度からは３日間の研修、一日当たり６時間を８日間、一日当たり２時間１５分

という形で、一日の受講時間を短くするような変更を行ってございます。こちらの研修の

形態で、今月から早速研修を行いたいと考えておるところでございます。 

 最後に、５「一般介護予防事業」についてご説明いたします。一般介護予防事業内の地

域リハビリテーション活動支援事業において、いきいきサロン等の住民主体の集いの場に

講師を全１２回派遣いたしまして、介護予防に資する体操等を指導いただく介護予防活動

支援事業を実施してございます。こちらは、委員の渡邉先生がご所属の武蔵野市柔道整復

師会と不老体操を委託している生活体操研究会に事業を委託しているところでございます。

２９年度の実績といたしましては、いきいきサロンの活動予定団体の２団体に本事業を利

用いただきまして、実際、この２団体はいきいきサロンとして現在活動しているところで

ございます。介護予防事業の関係課、関係団体で構成する武蔵野市介護予防事業連絡調整

会議で啓発パンフレット「市民みんなで目指す『健康長寿のまち武蔵野』」の改訂版を作

成いたしました。本日、封筒にカラー刷りのパンフレットを同封させていただいてござい

ます。こちらは以前にも「市民みんなで目指す『健康長寿のまち武蔵野』」というものを

連絡調整会議でつくっておりましたけれども、改訂版をこのような形で発行いたしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

【生活支援コーディネーター】  続きまして、資料７を使いまして、平成２９年度生活

支援体制整備事業の実績報告をいたします。生活支援コーディネーター第１層を担当して

おります岡野です。よろしくお願いいたします。 

 １「事業の概要」。介護予防・日常生活支援総合事業では、多様な主体による多様な生

活支援の充実が目的として掲げられております。この生活支援を担う地域の社会資源の把

握、創出のために平成２７年度に生活支援体制整備事業が創設されました。 

 生活支援体制整備事業におきまして、市町村は生活支援コーディネーターの配置と協議

体の設置をすることとされております。生活支援コーディネーターの役割は、高齢者が住
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みなれた地域で生活が続けられるようにするために、地域の課題を把握し、さまざまな活

動や団体をつなげ、支え合いの仕組みづくりの調整などを行うことです。協議体の役割は、

地域ニーズの把握や問題提起などとなっております。 

 ２「生活支援コーディネーター」。武蔵野市では、平成２７年４月に市全域レベルの第

１層を高齢者支援課内に１名配置しました。平成２９年からは私、岡野が担当させていた

だいております。平成２８年４月から、日常生活圏域レベルの第２層を３カ所の在宅介

護・地域包括支援センターに配置し、平成２９年には全てのセンターへの配置が完了いた

しました。実際の活動としましては、いきいきサロンの立ち上げのサポートを初めとした

地域活動の支援を手がかりに、資源の発掘や運営支援などを行っております。活動につき

ましては、１ページ中央に記載しました分類に沿って、記録をしております。なお、平成

２９年度は、自主活動団体の立ち上げ支援を全体で１５８回行い、下の図のように、いき

いきサロンは新たに４つ立ち上がり、現在は２０カ所まで活動が広がっております。 

 次のページをごらんください。 

 ３「協議体」。武蔵野市では、平成１８年度より地域包括支援センター運営協議会を開

催していますが、平成２７年からこの協議会を地域包括ケアシステム全般について協議す

る地域包括ケア推進協議会として発展させ、市全域レベルの協議体として位置づけていま

す。その上で、生活支援コーディネーターが地域で把握した高齢者に関する課題について

この協議体で報告し、協議体から市に政策提言を行う仕組みを設けております。平成２９

年の実績は、２ページ中央に記載しました表のとおりです。 

 ４「課題と今後の方向性」。課題についてご報告させていただきます。 

 １点目は、地域の自主的な活動の活性化、継続性の確保の必要性についてです。地域の

活動では、同じ方が幾つもの団体で活躍されていることが多く、新しい方の参加がなかな

か広がっていないのが実情です。また、これまで既存の組織同士がつながる機会が余りな

いこともわかりました。地域の活動に参加していない方に対する、より柔軟なアプローチ

方法や組織同士が横でつながりを持ち、１カ所で解決できない課題に、同じ地域の中で取

り組む仕組みの検討が必要と考えられます。 

 ２点目は、地域の支え合いの中で介護予防活動を行ういきいきサロンの全市的な展開を

図る上では、参加者の意欲や動機を高めるためのきっかけづくりの効果的な方法、活動を

発表する場の設定などについて検討する必要があることです。いきいきサロン事業では、

日常的にサロン同士が交流する機会は少なく、自分たちの活動をどのように活性化すれば
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いいか悩んでいる団体もあります。活動団体の運営スタッフからは、次の担い手に引き継

いで活動を継続させるために、活動プログラムの発表を行う機会や、活動自体を外部へ発

信する機会が欲しいとのご意見をいただいております。サロン同士の交流を広げ、いきい

きサロンを知らない方々への周知にもつながれるような発表の場について、今後具体的な

検討をしてまいります。 

 以上で実績報告を終わります。 

【高齢者支援課長】  続きまして、地域密着型サービスの整備の推進についてご説明い

たします。資料８をお願いいたします。 

 お手元の資料に記載のとおり、地域密着型サービスの整備については、高齢者福祉計

画・第７期介護保険事業計画で定めさせていただきましたが、１点目として、看護小規模

多機能型居宅介護の整備を行います。今後さらに高まる医療ニーズに対応していくため、

在宅の中・重度の要介護者を支える方策として、市内初となる医療機能を併設した小規模

多機能型居宅介護サービスを整備いたします。事業者につきましては、こちらに記載のと

おり、有限会社多摩たんぽぽ介護サービスセンターが行います。施設の規模としましては、

登録定員が２４名、場所は関前二丁目２４－１３で事業を進めます。開設日は、こちらに

記載のとおり、平成３０年１１月を予定しており、ちょうど先週になりますが、５月２５

日に地域住民への建設説明会も終了しており、今週から来週にかけて工事着工すると報告

を受けております。 

 なお、こちらにつきましては、平成３０年９月から１０月ごろ、地域密着型サービスと

いうことでありますので、本協議会において、指定に係る事業者のプレゼンテーションを

計画しております。皆様には協議、審査をお願いしたいと思います。 

 続きまして、２「地域密着型の特別養護老人ホームの整備」になります。皆様ご存じの

とおり、武蔵野市内では大規模な土地の確保は既に容易ではないということで、従来型の

大規模な介護施設を建設していくことが困難であると考えております。施設のニーズも一

定ございますので、今後は国有地を活用した地域密着型特別養護老人ホームの整備を進め

たいということで、現在、関東財務局のほうとも調整を行っております。 

 以下は現時点での案ということで、今後変更になるかもしれませんが、とりあえず現時

点の計画についてご報告をいたします。 

 まず、事業内容ですが、地域密着型特別養護老人ホームということで、ユニット型で定

員が２９名以下、小規模の特別養護老人ホームを考えております。そして、併設として、
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小規模多機能型の居宅介護をお願いしたいと思っております。 

 このような事業内容を持つ事業者について、公募により決定をしていきたいと考えてお

ります。こちらにつきましては、今後、公募の内容等を詰めまして、市報その他で広報し、

公募者を募り、審査を通して、ことしの１２月ごろ、本協議会にて選定に係る事業者プレ

ゼンテーションを行う予定となっておりますので、その際はまた皆様のご審査をお願いし

たいと思います。 

 地域密着型サービスの整備に関しては以上でございます。 

【会長】  ただいま事務局よりたくさんの資料をいただきまして、説明を受けました。

それでは、ご質問のある委員の方、挙手をお願いいたします。 

 私のほうからよろしいでしょうか。まず、資料８の、たった今ご説明いただきました地

域密着型サービスの整備ということで、特に、看護小規模多機能型居宅介護の整備です。

この小規模多機能は、武蔵野市の、ある意味、悲願だったかと思うのですが、看護のほう、

看護小規模多機能型居宅介護の整備で、幸いと申しましょうか、着工されたということで、

有限会社多摩たんぽぽ介護サービスセンターが事業者ということを報告で伺いました。今

後プレゼンテーションが９月、１０月ということですけれども、差し支えなければ、この

有限会社多摩たんぽぽ介護サービスセンターという事業者さんの実績ですとか、これまで

のご活躍の状況を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。武蔵野市は初めてですので、

どういうところか、ぜひ知りたく存じます。 

【健康福祉部長】  基本的には、訪問看護ステーションを担っていただいておりまして、

ここで育った方々がさらにのれん分けをして、地域の中での訪問看護ステーション事業を

展開していらっしゃるところでございます。また、三鷹市では、有料老人ホームも併設し

て、実施されていたところでございますけれども、どうしても看護小規模多機能型居宅介

護がなさりたいという強いご意思がございまして、なおかつ武蔵野市でやってみたいと

おっしゃっていただきまして、武蔵野市内で土地を探していただいて、ここで開設に至っ

たということでございます。訪問看護の実績も十分にございますし、施設型サービスの提

供実績もございますので、私どもとしては、こちらでご審査もいただきますけれども、安

心してお任せできる事業者さんではないかなと思っております。 

【会長】  正式には９月、１０月にプレゼンテーションがあってということになります

ので、これぐらいにしておきたいと思います。 

 もう１つ、２「地域密着型の特別養護老人ホームの整備」ということです。これは別に
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小規模多機能型居宅介護を併設ということで、これは看護型ではない、一般の小規模多機

能型居宅介護を併設する、そういう理解でよろしいでしょうか。 

【健康福祉部長】  実はこれは国有地を活用して実施するものです。国有地を活用して

やるということは、若干のインセンティブがないといけませんので、賃料を割り引きして、

事業者に提供する。そのかわり、こういったサービスと、こういったサービスの組み合わ

せであれば提供しますよ、そういったスキームになっているのです。その中で幾つか選び

なさいということなんですけれども、武蔵野市にとって一番必要であると思われるのは、

これから大型の特養も、この間とらいふの７０床ができましたけれども、それ以降は難し

いだろうなということがございますので、であれば、地域密着型の特別養護老人ホームに

加えまして、私どもが過去２年間にわたって公募しながら実現ができなかった小規模多機

能型居宅介護を併設してやっていただければ、武蔵野市の必要とするニーズに応じたサー

ビス提供ができるのではないかなということで、この事業を行っていただける事業者さん

を公募したいということでございます。 

【会長】  こちらはまた１２月に会議ということですね。それでは、またそのときにい

ろいろお伺いしたいと思います。 

 それでは、委員の先生方、どうぞ。 

【加藤委員】  非常にレベルの低い質問になるかもしれませんけど、ここに「居宅介護

サービス」という言葉があります。居宅というのは、在宅介護とは違いますよね。あくま

でも施設に連れていくという意味ですか。在宅介護というと、各家庭で介護するという意

味合いじゃないかなと思うのです。その辺、居宅介護というのはどういうことか教えてい

ただきたいのですが。 

【介護サービス担当係長】  看護小規模多機能型居宅介護自体は、１つの施設なんです

けれども、訪問介護と、通所介護と、ショートステイと、訪問看護を組み合わせて、１つ

の施設から提供するサービスです。施設サービスというよりは、在宅で可能な限り住める

ように、同じ施設でショートステイもデイサービスも、訪問介護にも来てもらえて、訪問

看護にも来てもらえるというサービスになりますので、居宅介護という名前がついている

のかなと思います。居宅、要するに、おうちで介護を受けるサービスというところの意味

が入っているのかなと。 

【加藤委員】  ということは、サービスセンターといいますか、例えばたんぽぽさんに

行くのもあるし、来ていただくということもあるのですか。 
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 トータル的に資料を読みまして、よく理解できていないんだろうと思うんですけど、老

人が１万５０００人ぐらいいまして、要介護・要支援の合計数が五、六千人いますね。い

ろいろな資料を見せていただくと、定員だとか、いろんな表現が出てきていますけど、 

１００の単位ですよね。すると、その６０００人だったら６０００人、要支援・要介護の

方がいらっしゃるのに、どのくらいの方がカバーされているのか。手を挙げなかったら全

くだめなのか、半分ぐらいの人はカバーしているんだよという話なのか、その辺の大ざっ

ぱな話がわからない。資料をたくさんいただいても、読んでいても、よく理解できないの

で、その辺のところをちょっと教えていただきたいなと思います。 

【介護保険係長】  確かに、今６５歳以上の方が武蔵野市は３万１０００人ぐらいい

らっしゃって、認定者が６０００人程度いらっしゃいます。この６０００人の方の中で、

全ての方が介護保険のサービスをご利用されているわけではなくて、中には病院に入院さ

れていらっしゃって、医療保険のほうでサービスを受けていらっしゃる方とか、それから、

施設に入所されている方、要介護３以上で特別養護老人ホームに入所されていらっしゃい

ますが、それが６００人ぐらいいらっしゃって、老人保健施設、介護療養型の医療施設と

いったほかの施設のサービスもご利用になっていらっしゃる方がいらっしゃる。６０００

人のうち、未利用者もいれば、施設サービスを使っている方もいれば、医療保険を使って

いらっしゃる方もいれば、さらにその中で居宅、在宅のサービスを使っていらっしゃる方、

有料老人ホームに入所されていらっしゃる方、さまざまなニーズがあろうかと思います。 

 そのさまざまなニーズに応えるために武蔵野市は、さまざまな介護サービスの基盤整備

を行っておりまして、おっしゃるとおり、確かにこのサービスが、例えば３０人しか提供

できないというもので足りるかというところはあろうかと思いますけれども、例えば小規

模多機能型居宅介護にすれば、登録者数が２９人以下なのですね。看護がつきますと、訪

問看護についてはその２９人を超えてさまざまな方に医療を受けるサービスを提供するこ

とができる。ですので、限られた資源と保険料のバランスを考えながら、皆さんのニーズ

に合ったいろいろなサービスを提供してまいりたいと考えてございます。 

【健康福祉部長】  少し整理をしたほうがいいかなと思いますので、一番最初に使いま

したホチキスどめの資料３の、一番後ろのページをごらんください。 

 サービスというのはどういう分類をされているのかということをまず申し上げますけれ

ども、基本は先ほど加藤委員からお話がございました在宅で受けるサービス、居宅のサー

ビスというもの。それと、施設に入所して受けるサービスが、施設型のサービスというこ



  20 

 

とでございます。これとは別の枠組みとして、地域密着型のサービスというものがござい

ます。この地域密着型のサービス以外のサービスは武蔵野市民でなくても武蔵野市にある

施設やサービスについてご利用いただくことが基本的にはできるということになっており

ますが、地域密着型のサービスは、武蔵野市民だけが原則お使いいただけるサービスでご

ざいまして、そこには居宅のサービスもあれば、施設型のサービスもある。例えば、先ほ

ど申し上げた地域密着型の特別養護老人ホームというのは、地域密着型ではあるけれども

施設型のサービスです。一方で、地域密着型の通所介護というのは、地域密着型の小規模、

１８人以下の方々に対してサービスを提供するデイサービスということで、小規模なもの

については、この地域包括ケア推進協議会の皆様のご意見をいただいた上で、市が指定を

するわけですけれども、より身近なところでサービス提供するわけですので、私どもがそ

こに対して実地で、どういったサービス提供をしているのかということを確認させていた

だき、これであれば武蔵野市民の方に直接サービスを提供していただいても安心だなとい

うことの確認をした上で指定をするということでございます。 

 それから、先ほど運営推進会議というのが地域密着型サービスについては行われるとい

うご説明を差し上げましたけれども、これも例えば３カ月に１回であるとか、あるいは６

カ月に１回、私どもの職員であったり、地域の民生委員さんであったり、在宅介護・地域

包括支援センターの職員などが、そこのサービス提供している事業所で行われる会議に参

加して、こういったサービスを提供しています、あるいは、こういった課題がありますと

いうことのお話をしながら、そこの運営が適切に行われているかということをチェックす

るということでございます。 

 地域密着型以外のサービスについては、都道府県が基本的には指定しておりますので、

そんなに頻繁にチェックをするというか見ることもできませんけれども、地域密着型の

サービスであれば、私どもが、この狭い市域の中でさまざまなサービス提供している事業

所について、数も増えてきているので結構大変ではありますけれどもチェックをすること

によって、より適切なサービスが市民の皆様に直接的に提供されている、そのことを進め

ていく、そういったサービスの類型があるんだということでございます。 

【会長】  小規模は武蔵野市は初めてですけれども、全国的に拝見しましても、こうい

う小規模があることで、泊まりとかスタッフの訪問、デイが組み合わさった感じというこ

とです。緊急に泊まることもできたりしますので、特に重度の方ですとか老老介護の方に

とっては、これがあるために在宅が続けられるという事例もかなり散見されますので、ぜ
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ひ期待していきたいということを私も、個人的に思います。 

【清水委員】  今のことについてなんですが、看護小規模多機能というところで、第７

期の策定委員会でもこの辺はかなり議論させていただいて、基盤整備のところで、２カ所

の事業所をつくりたいという目標値をつくっています。幸いなことに、１カ所は具体的な

案が出てきたのですが、もう１カ所というのは、この先あるんでしょうか。いかがでしょ

う。難しいところで申しわけないですが。 

【健康福祉部長】  自信を持ってお答えできればいいんですけれども、この３カ年の間

にもう１カ所確保、整備できるように努力して進めてまいりたいと思っております。 

【清水委員】  本当に大切なことなので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう１点伺いたいのですが、先ほどの廃止のデイサービスあかつきさんです。総合事業

はそのまま継続ということなのですが、デイサービスのほうの事業を廃止ということの理

由とかがもしあれば、今後のことについても大切なので、伺いたいと思います。 

【介護サービス担当係長】  事業者様のご都合で、どこまでお話ししたらというところ

もあるのですけれども、経営的に厳しかったというのが大きな理由とお伺いしております。

ただ、ほかの事業者さんと吸収合併されたということで、スタッフや皆さんはそのまま引

き続き事業を行っている。あかつきとしての地域密着デイは廃止されていて、利用者さん

も含めて、吸収合併した新しい会社さんと一緒にやっているということです。利用者さん

に対してはスムーズな引き継ぎ等々を行っておりまして、スタッフも含めて存続はしてい

るのですが、あかつきさん単体で経営するのは厳しかったというのが理由かと思います。 

【清水委員】  よくわかりました。 

【会長職務代理】  １点確認をさせていただきたいと思います。資料６の総合事業につ

いてです。若干、人数が減少傾向にあるということは、どういった背景要因があるのかと

いうこと。介護保険のほうの認定率は変わっていませんよね。要支援２が若干下がって、

要支援１と要介護１が上がっているみたいな形。比較的軽い方も少しふえているようなの

ですが、ただ、総合事業のほうは減少傾向にあるということですので、これは構造的な理

由が何かあるのか。それとも、何となく起きたのか、よくわからないので、このあたりに

ついてお伺いできればと思います。 

【介護予防・生活支援担当係長】  総合事業の利用者の減少要因についてご質問いただ

いたところでございます。総合事業の利用者の減少については、総合事業が始まる前から

介護予防の訪問介護とか介護予防通所介護の提供において利用者が減っていたということ
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がわかってきまして、総合事業の開始が直接的な要因というよりも、それ以前からの、例

えば報酬改定などの影響が関係しているのではないかという分析をただいま進めていると

ころでございます。ただ、総合事業以外の受け皿、例えばいきいきサロン等もできてきて

おりますので、そういったところの影響もやはりあるのかなと考えているところでござい

ます。 

【会長職務代理】  そこら辺をもう少し精緻に分析して、わかったら教えていただきた

いのですが、今後介護予防等を進めて、互助型のもの、あるいは個人でといったもの、プ

ライベートなもの、いろいろあると思うのですが、そういったものを進めていく中で減っ

ていくのか、それとも、ある種、見えないところにこういった方々が潜んでしまっていく

のか。このあたりはかなり気をつけたほうがいい。全体として、いきなり悪化するという

ことがないように。なぜ総合事業かといえば、要介護ほどではないんだけれども、あるい

は要支援ほどではないんだけれども、その方々の健康度ができるだけ維持できるように、

あるいは介護予防等を行うために設定されているものなので、そのあたりは構造的にだん

だん減っていて、報酬改定等の影響があるのか。それとも、参加しにくい構造が別のとこ

ろで起きているのか。あるいは、いきいきサロンに本当に吸収されているのかといった点

をぜひ一度分析いただければと思います。 

【健康福祉部長】  直ちにということではございませんけれども、資料３の６ページを

ごらんいただきたいと思います。これが全体的な方向性を示しているのかどうなのかとい

うことはまだ、かなり精緻な分析が必要かなと思っておりますが、総合事業の対象者が

減っている分、要支援１の対象者がふえているというところでございますので、これは今、

先生がおっしゃったように、気をつけて見ていかなければいけないかなと思っております。 

 もう１つ、例えば要介護認定は受けたけれども、サービスを利用されなかった方につい

ては、そのままその次の更新時期になっても要介護認定の更新をされないままでいらっ

しゃるという場合が多いのです。そうすると、次に要介護認定を申請された時点で、前回

よりも重度化しているという実態がここに来てわかってまいりましたので、この第７期の

介護保険事業計画期間中におきまして、サービス未利用者の方々に対する実態調査も在宅

介護・地域包括支援センターで行っていこうということにしております。そういった形で

二重、三重に、私どもとしても市民の皆様の生活実態あるいは健康状態についてのチェッ

クをしていく、そして、必要なサービスにはつなげていくということを進めてまいりたい

と思っております。 
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【会長】  ただいまの問題は、要介護認定を一回受けて、サービスを受けなくて、そし

て重度化したというのは、この前の事業計画の策定のときでも議論に非常に時間をかけた

ところなので、また継続して検討していく必要性があるかなと思います。 

 それでは、ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。 

【酒井委員】  資料３の表２－３の予防給付費で、介護予防サービスの訪問サービスに

おいて、居宅療養管理指導の前年比割合が突出して大きいのですが、要因を教えてくださ

い。 

 次に、渡邉会長職務代理の介護予防関連でのご指摘は、私も気になりました。フレイル

予防にいきいきサロンやテンミリオンを利用することを推進し、いきいきサロンが増設さ

れています。けれど、フレイルとはいったいどのような状態を指すのかが分かりにくく、

ご自分の判断に頼るところがあって、素人判断は危険ではないかと思います。武蔵野市で

はフレイルについてどう考えているのか、具体的な対象者についても教えていただきたい

です。 

【介護保険係長】  居宅療養管理指導についてのご質問でございます。スライドの１７

番を見ていただきたいのですが、右から５番目に「特定施設入居者生活介護」というのが

ございます。名前が長ったらしいのですけれども、こちらは有料老人ホームになります。

居宅療養管理指導費というのは、この有料老人ホームとセットで給付費が伸びてくるサー

ビスでございまして、有料老人ホームに入所されると、歯科医なりお医者さんと契約をさ

れるかと思うのです。その先生が、大体月に何回とかとそれぞれ規定があるのですが、給

付管理外で訪問して、医療行為ではなくて指導をします。この伸び率を見ていただけると、

居宅療養管理指導費は前年度比１４０％程度でしたけれども、特定施設入居者生活介護は

百十数％です。この伸びに合わせて居宅療養管理指導費もふえてまいります。これはある

意味、問題がございまして、課題意識がございます。有料老人ホームができればできるほ

ど、このサービスもふえてしまいます。このあたりを制度上、どうにかできないかという

ところで、今までも国のほうでも議論になっていたところではあるのですけれども、現状

ではこのような形で、市内でも市外でも有料老人ホームができれば、市内ではもちろん被

保険者として、市外でも住所地特例の被保険者として伸びてくるサービスとなってござい

ます。 

【相談支援担当課長】  フレイルについてです。フレイルは、比較的最近出てきた概念

ですが、大きく心身の働き、日常生活動作や家事動作、一番重要なものとしては社会参加、
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社会的な機能、その３つが関連して虚弱な状態になっていくことをフレイルと言い、その

予防が、大切だと言われています。 

 高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画では、いつまでも健康であり続けるための自

立支援、介護予防・重度化防止の推進として、フレイルについて普及啓発等を行っていく

ということを記載しています。武蔵野市の場合は社会活動も含めて既にさまざまな活動が

行われていますので、フレイルの概念を取り入れて整理するなど、新たな事業をつくると

いうことではなく、既存の事業をフレイル予防の視点でＰＲをするなど、考えていきたい

と思っています。 

【酒井委員】  前段の診療のところは、単に指導で終わるのでしたら、最終的に重篤な

状況になる危険性をはらんでいると思います。一方、フレイルの概念説明において、虚弱

な状態になっていくとか虚弱であるという表現ですが、そもそも日々の生活はできている

のに虚弱だと他人から指摘されるのは、不快に感じると思います。高齢者支援課がフレイ

ルの状態にあると判断した人に対して、虚弱という表現ではない配慮のある言い方や利用

促進の方法を工夫していただければと思います。最後はお願いでした。 

 

 （２）審議事項 

    ①平成２９年度基幹型及び在宅介護・地域包括支援センター業務報告 

    ②平成３０年度基幹型及び在宅介護・地域包括支援センター運営方針並びに事業 

     計画 

【会長】  それでは、今のいろんなことにつきましては、次の在宅介護ですとか地域包

括支援センターのことにもすごく関連しておりますので、次に、次第８の（２）審議事項

の①「平成２９年度基幹型及び在宅介護・地域包括支援センター業務報告」及び②「平成

３０年度基幹型及び在宅介護・地域包括支援センター運営方針並びに事業計画」について、

事務局のほうから一括してご説明をお願いします。 

【地域包括支援センター長】  地域包括センター長、荻原です。報告いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 報告に入る前に、配布資料に訂正があります。 

 まず、横組みの資料９－１の５ページ目です。下から２番目の枠組みの「認知症ケアパ

ス（『みんなで知ろう認知症～武蔵野市で安心して暮らすための情報』）の普及・啓発【継

続】」が、終わりのほうにも出てきますので、５ページ目の下から２段目をカットしてく
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ださい。 

 もう１カ所、資料９－２です。６ページ、３「権利擁護業務」の（１）「高齢者虐待通

報」の件数です。３つ目のマルの「被虐待者の要介護度」の平成２９年度実績を足し上げ

ていくと１６で、要介護５のところの３件が抜けておりましたので、要介護５の「０」を

「３」に訂正をお願いいたします。そして、トータルの合計が１９件になります。 

 では、平成２９年度武蔵野市地域包括支援センターの業務報告をいたします。今訂正を

いただきました資料９－１と９－２を使って説明いたします。時間の都合から、数字的な

部分はそれぞれご確認いただくことにし、ポイントを絞って、重点的にやってきたこと、

新たな取組みについて報告いたします。 

 平成２９年度は、平成２８年度に引き続き地域包括ケアシステムの２０２５年へ向けた、

まちぐるみの支え合いの仕組みづくりの推進を基本的な運営方針に掲げて、基幹型地域包

括支援センターと市内６カ所の在宅介護・地域包括支援センターとともに、保健、医療、

介護の関係機関による多職種連携の体制で、地域住民の皆様との互助、共助によるネット

ワークづくりをやってまいりました。 

 計画が資料９－１で、９－２がそれに基づく実績等資料になっておりますので、９－２、

先ほど修正をいただいた６ページをごらんください。平成２９年度の高齢者虐待の通報数

及び内訳が掲載されています。 

 通報数が平成２８年度実績の約１．３倍になっています。実は、平成２８年から２９年

は１．３倍でしたが、２７年度の資料をちょっとめくってみましたら、平成２７年度の通

報実績は３２件でした。ところが、２８年度になりますと、６０件になります。倍ぐらい

の通報数になっています。 

 では、虐待の疑いも含みますけれども認定数はどうなったのかというところを２７年、

２８年、２９年と連続で見てみますと、２７年が１７、２８年が１８、２９年が１９件と

いうことで、各年１件ずつぐらいしかふえておりませんが、通報数が倍に増えています。

通報者の約半数が、ケアマネジャーや介護保険事業者の方々です。 

 デイサービスで、お風呂に入るときにあざが発見されたとか、デイサービスを迎えに行

くと、送り出すご家族の方が本人をどなっているとか、そういう些細なことなんですけれ

ども、デイサービスのほうから通報が上がってきているものが今年度目立っています。訪

問介護の方々からも「私が訪問しているおうちは四点柵を使うんですよ」と。今まで施設

介護のことだけなのかなと思っていた四点柵というのも上がってきました。あと、徘徊の



  26 

 

あるご家庭のところでは、外鍵がされているんですよ。実はその外鍵というのも、家のと

ころよりは、門扉のところに自転車のチェーンのようなものでくくってあったりして、そ

のほかの代償性だとか、そこから高齢者がガチガチに逃げられないような体制になってい

なければ、うちは虐待認定しないのです。 

 些細なことなんだけれども、四点柵のことだとか、外鍵のことだとか、そんなところが

通報として逐次上がってくるようになりました。これについては、やはり見守りの目が広

がってきて、私は高齢者の権利を守ることについては、いい傾向なんだろうなと思ってい

ます。 

 実は、通報が上がってくると、今まで「しようがないよね。本人も認知症がひどいし、

ご家族も大変だよね」ということで流されていたのが、実はもっともっと客観的に、本人

の認知症の様子はどうなんだろう、適切に医療機関にかけて、治療を受けたり、先生のア

ドバイスを受けているんだろうか、また、家族の介護体制はどうなっているんだろうか、

家族の健康状態はどうなっているんだろうかと、さまざまな視点から、ご本人のこと、介

護者のこと、また、介護サービス等のことについても話し合いが行われています。 

 私はこれからも引き続き、この通報というものを大切にしながら、コアメンバー会議を

行って認定し、その後も支援方針会議を各在宅介護･地域包括支援センター、そこには必

ず必要になってきますケアマネジャー、サービス提供事業所の皆さんなどを交えながら検

討していきたいと思っています。 

 そのほか、今年度は警察からの通報３件、病院の相談員さんからの通報が２件、老人保

健施設のほうからも１件ありました。この６件については何だったんだろうなというとこ

ろで、委員の皆様にはお伝えしておこうと思っています。 

 被虐待者の介護度は、中・重度と言われる要介護３～５が１５件、割合は７８．９％。

認知症高齢者の日常生活自立度は、やはりⅡａからⅢｂ。週１回から２回ぐらい誰かのお

声かけがないと在宅で生活できないとかがⅡａで、常に誰かが声をかけながら手を添えて

指示してあげないと厳しいというⅢａ、Ⅲｂぐらいのところが７８．９％と、認知症との

絡みは非常に大きいので、これからも我々は、虐待が上がってきたときには検討してまい

りたいと思っています。 

 そして、半年前の中間報告で、虐待通報の窓口になる基幹型及び在宅介護・地域包括支

援センターの対応力アップのために、在宅介護・地域包括支援センターの社会福祉士連絡

会が中心となってマニュアルを作成中ですとお伝えしました。これができたものです。
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ちょっと目立つ色で、皆様のボックスの中に入っています。社会福祉士連絡会と、多摩パ

ブリック法律事務所の弁護士さんの監修のもとに作成しました。これを作成しただけで満

足ということではいけないので、これをもとに虐待の対応について、やっております。 

 本当は、各市町村でつくっていて、進んだ市町村については、窓口となる在宅介護・地

域包括支援センターのもの、各事業者についてのもの、そして市民への周知とかで厚く

なっています。我々は、通報の核となる在宅介護･地域包括支援センターはこういう役割

ですよ、事業所の皆さん、地域の皆さん、わかってくださいということも言いながら、私

たち包括支援センターは自ら業務に縛りをかけているわけです。地域の皆さんや民生児童

委員の方々にも、会議を通じてお伝えしていこうと思っています。今年度は５００部作成

しましたので、これから周知してまいります。 

 次に、包括的・継続的マネジメント支援事業です。横組みの資料の２ページ目の真ん中

ぐらいのところです。 

 介護保険サービス利用のためには、ケアマネジメント、ケアプラン作成が大変重要に

なってきます。そこで、ケアマネジャーとしての実務経験２年未満、また武蔵野市民の担

当を経験している３年目のケアマネジャー２７名について、ケアプラン指導研修を行いま

した。我々は、ケアマネジャーに対してのケアプランの研修もあるのですけれども、この

研修委員のメンバーには、各地域包括支援センターの主任介護支援専門員を当てています。

今行われているケアマネジメントやアセスメントシートはどうなっているのか、法令の中

では介護サービスはどのように扱われているのか、しっかり勉強していかないと、他人の

ケアプランはチェックできないので、委員は主任ケアマネジャー、在宅介護・地域包括支

援センターの職員を中心に組んでいます。 

 さらに、高齢者総合センターには補助器具センターがありますので、そちらにＯＴ、Ｓ

Ｔ、コンチネンスアドバイザーなどの職員がいます。その方たちを専門職種として入れて、

リハビリ面や摂食嚥下等のことについてもアドバイスをもらっています。 

 また、ここのケアプラン指導研修委員に、障害者福祉課基幹相談支援センターの職員に

も入ってもらっています。介護保険のほうが先にどんどん制度ができて、障害のほうのケ

アプランというところが後を追っています。障害６５歳到達でも高齢の介護保険のほうに

うまくスライディングできるようにという視点からも、障害者福祉課の基幹相談支援セン

ターの職員にアドバイザーとして入ってもらっています。 

 このようにして、ケアプラン指導研修を行っています。後ほどケアプラン指導研修につ
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いては、次年度計画のところで、さらなる推進ということもお話ししていきたいと思って

います。 

 主任ケアマネジャーのことについてさらに加えますと、主任ケアマネジャーを対象とし

た研修会を、「個別事例でのスーバーバイズの視点と実践を学ぶ」をテーマにして１２月

に開催しました。４５名の主任ケアマネジャーが参加し、その実践の場として地区別ケー

ス検討会を活用しました。今まで研修会をやるんだけれども、主任ケアマネの活躍の場は

どこでつくるんですかということがありました。活躍の場がないので、いつまでもいつま

でも研修会で満足していて、勉強になりました、勉強になりました、それだけだったので、

２９年度は各地区別ケース検討会に主任ケアマネジャーの数をならしました。１年間１１

回開催しているのですけれども、５回は主任ケアマネジャーをスーバーバイザーとした研

修会をやっていこうということを位置づけました。 

 最初のうちは、どうやってやったらいいんだろうとか、自信もなかったんですけれども、

ケース検討会の中で、１人がスーパーバイザーをやり、次の人に引き継ぎ、自信がなかっ

たら、やった仲間から経験をもらい、やった仲間もアドバイスができるようになりという

ことが、仲間同士の育ち合い、やってみてよかったなという喜びになりました。喜びがな

いと何もかも進んでいかないので、やる場面を提供し、やってもらい、やってもらったこ

とを評価し、みんなで学び合う、そんな仕組みをつくってきました。さらに、次の計画で

は、同じような回数をやって、頑張っていこうという流れになってきています。 

 そして、私ども地域包括支援センターが２９年度、力を入れてきた個別エリア地域ケア

会議の開催です。平成２７年度は、各センターともエリアの地域ケア会議の開催で終わっ

ていました。しかし、介護保険法のほうでもしっかり書かれましたので、こうは言ってい

られないということもあり、平成２９年度からは、６在宅介護・地域包括支援センターに

必ず１回はエリアの地域ケア会議をやること、そして２回は個別の地域ケア会議をやるこ

とという目標値を設定しました。 

 資料９－２の１３ページから、各センターで２例ずつ、参加者、テーマが書いてありま

す。 

 １６ページは、各エリアが開催したエリア別の地域ケア会議のことについて書いてあり

ます。個別についてのところを申し上げます。ここから何が共通課題なのかの課題分析を

３０年度はしていければいいなと思っています。 

 まず、各センターで、認知症の方、軽度認知症の方たち、そして介護保険サービスを
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使っているんだけれども地域の中で生活していらっしゃって、地域の見守りの声が上がっ

ている、そんな方々が地域と分断しないで生活していくためにはどうしてあげたらいいん

だろうというのを見ていきました。 

 私たちの間では、「ある日突然、介護になったようで、デイサービスから車が来て、連

れていっちゃったんだよ。ごみ出しのときに会っていたお隣の奥さん、ひとり暮らしなん

だけど、どうしているか、わからなくなっちゃったの。今までごみ出しをやってあげてい

たのに。これからもやってあげたいと思っていたのに」という話を時々聞きます。 

 やはり地域で生活しているので、介護保険サービスも使いながら、私はこのようにして

生活していますよということが、本人の了解、家族の了解のもとにつくっていけたらいい

なということをテーマにした方もいらっしゃいます。 

 困難事例で、なかなか介入できなかったのを、地域ケア会議で個別のことに上げること

によって、協力者がいろんな視点から上がってきて、課題解決の方向に向かうことができ

るようになったとか、実は何も動いていなくても、関係者のほうが「やっていこうよ」と

言うことが後押しになってよかったという意見もあります。 

 個別地域ケア会議に出ていると、地域の方々からも、地域の目線で声をいただきます。

実は、個別地域ケア会議をやることによって、各在宅介護・地域包括支援センターの準備

が重要になります。彼らが本気でやっていかなかったら、地域の方々から指摘を受けます。

「私たちにばっかりやらせて、センターは何をやっているのよ」と。そう言われないため

にも、在宅介護･地域包括支援センターと基幹型が一体となって、頑張って仕組みづくり

をやっていこうと思っています。 

 そして、次にエリア別の地域ケア会議です。先ほど生活支援コーディネーターのほうで

も話がありましたが、地域で集いの場づくりというところがメインに上がってきています。

これは、場所があるからやるのではなくて、地域の高齢者の様子、住民の課題があるので、

介護予防的なサロンをやる。その取組みの結果、地域住民の姿、運営をやっている皆さん

の姿を評価基準に、効果を測っていこうと思っています。 

 そして、認知症のことについてもさらに力を入れてやっていかなければいけないと思っ

ています。認知症のことについては、基幹型包括支援センターと市内６カ所の在宅介護･

地域包括支援センターの認知症コーディネーターが、認知症に関する地域づくりや支援体

制の整備について、２カ月に１回話し合いを行っています。平成２９年度は市民にわかり

やすい認知症サポーター養成講座の資料作成を行いました。 



  30 

 

 もう１つ、認知症サポーター講座は結構な数をやっています。しかし、認知症サポー

ター養成講座を受けた人たちを次にどのように活用していくかということが大きな大きな

課題でした。そこで、昨年、在宅介護･地域包括支援センターの認知症コーディネーター

の中でワーキングチームを立ち上げ、ステップアップ講座を企画しました。さらに、一度

認知症サポーター養成講座を受けた人たちを対象に講義を行い、その次に、認知症の方の

活躍しているＤＶＤ鑑賞をします。その後の活躍の場として、デイサービスセンターのボ

ランティアさんとしての仕事はできるんだろうかということで、デイサービスを見学して、

振り返りをやっている段階です。昨年度については、そこのデイサービスにつなぐという

ところまでは、まだできていません。今年度については、市内の通所介護、通所リハビリ

テーション事業所連絡会にお声をかけさせてもらって、何カ所かから、これに手を挙げて

もいいですよというご意見をもらっています。今年度、また発展的に進めていく内容に

なっています。 

 中心的にやってきたところの報告は、これで終了します。 

 引き続き、平成３０年度の在宅介護･地域包括支援センターの計画（案）に参ります。

資料１０をごらんください。 

 地域包括支援センターにおいては、適切な構成及び中立性の確保、そのほかセンターの

円滑、適正な運営を図るとともに、私どもの計画について、地域包括ケア推進協議会の委

員の皆様の意見をいただき、この「案」を外して事業計画といたします。 

 まず、運営方針です。 

 基本方針は、昨年度に引き続き、新たにできた武蔵野市高齢者福祉計画・第７期介護保

険事業計画にのっとった運営に努めてまいりたいと思っています。そこで、武蔵野市のま

ちぐるみの支え合いに向けた推進というところを大きな目標にします。立派な計画ができ

たのですけれども、やはり実行していくためには、在宅介護･地域包括支援センターがか

なり頑張らないといけない内容がたくさんあります。 

 計画（案）の２ページは、在宅介護･地域包括支援センターの職員配置、基幹型のもの

が載っておりまして、３ページには、６カ所の各センターの職員の配置、高齢者人口、高

齢化率等が載っています。参考までに挙げておきます。全体では基幹型１１名、エリアの

ほうは４８名の職員体制でやってまいります。 

 主要な事業のところだけ、かいつまんで申し上げます。４ページをごらんください。先

ほどから何度も何度もお話に出ておりましたように、介護サービス未利用者の定期的な実
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態把握です。放っておかれて、更新のときにお声の上がらなかった人たちはどんどん埋も

れてしまって、何年後かの新規申請に上がってきたときには、介護度が非常に上がってい

るんじゃないかという議論が、計画のところで何度もありました。６在宅介護支援セン

ターには、勧奨通知の出される方が１カ月に約４０名いらっしゃるのです。各センターに

は今、調査表をつくるようにお願いしておりますが、その調査チェックリストを持って、

約４０名の方たちを訪問してもらおうと思っています。安心コールの周知もしてもらおう

と思っています。 

 先ほども報告がありましたケアプラン指導研修の年６回の実施は、実は今まで、年３回

よりやっていませんでした。この計画のときには、市内四十数事業所に１０８名のケアマ

ネジャーがいたのです。そこで１０８件という数字なのですけれども、この４月に新たに

作成した事業者リストによりますと、市内の居宅介護支援事業所が４７事業所、市外が４

６事業所で、合計９３名のケアマネジャーが載っています。武蔵野市に事業所があり、地

区別ケース検討会に登録して、１名でも武蔵野市民のケアプランを作成している方たち全

員について、このケアプラン指導研修をやっていこうと思っています。 

 今回は１回に１８名を６回ということで、１０８名という計算になっております。在宅

介護･地域包括支援センターの主任介護支援専門員がケアプラン指導研修委員になってい

ます。 

 ５ページをごらんください。個別地域ケア会議の開催は、さらに各センターで年３回開

催を目標としています。 

 もう１つ、地区別ケース検討会についても、個別の事案が上がってきていますので、個

別地域ケア会議の一環として、課題を分析するときにはそちらの数も上げていこうと計画

しております。 

 ７ページです。平成２９年度も、各在宅介護･地域包括支援センターの重点的取組につ

いて、目標値を設定しました。今年度も「いつまでもいきいきと健康に」「ひとり暮らし

でも」「認知症になっても」「中・重度の要介護状態になっても」に該当する事業のうち、

定期巡回・随時対応型などはなかなか進まないのです。どこに課題があるのか、アプロー

チしてみないとわからないところです。各在宅介護･地域包括支援センターにアプローチ

してもらい課題抽出をしています。 

 そして、ここには載っておりませんが、今、在宅介護･地域包括支援センターを語ると

きに、基幹型地域包括支援センター及び在宅介護･地域包括支援センターの「機能強化」
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という言葉が出てきます。何をもって機能強化とするか。職員の質の向上やセンターの組

織力、武蔵野市行政の方向性が一致しないと、これは強化にはならないと考えております。

そこで、今年度は基幹型と市内６カ所の在宅介護・地域包括支援センターが一体となって、

職員研修を年に１１回、毎月１回行っていきます。 

 そのメニューについてですが、４月は、全職員に集まってもらって、運営方針の話をし

ました。高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画を部長から説明しています。５月は、

個別地域ケア会議、エリア別地域ケア会議をテーマに各センターでどのような内容で、ど

のような工夫をしたかに触れています。６月の予定は、ケアマネジメントです。今、ケア

プランについてはケアマネジャーに丸投げ、地域包括支援センターは要介護の方々のケア

プランを作成しないからケアマネジャーと地域包括支援センター職員の力量の逆転現象が

全国的に起きていると言われています。しかし、我々はそんなセンターを目標にはしてい

ませんので、市内のケアマネジャーたちがやっているケアプランを自分たちも立てられる

ようになろう、評価できるようにちゃんとスキルを持とうということを目標にして学ぶこ

とを計画しています。７月は虐待のことについてです。 

  そして、最後になりましたけれども、先ほど部長から話のありました地域包括支援セ

ンターの評価の仕組みの導入です。これについては今、検討中ですので、中間報告をやる

秋ぐらいのときに皆様にお示ししたいと思います。そこで確認をいただいて、次年度から

この評価の仕組みを導入してまいりたいと考えております。 

 雑駁な説明ですけれども、以上です。 

【会長】  きょうも、非常に幅広いことをなさっていることが伝わると思います。 

 それでは、今の事務局の説明にご質問ですとかご意見のある委員の方々は、挙手をお願

いいたします。いかがでしょうか。 

【会長職務代理】  広範囲にわたる説明をありがとうございます。私からは、個別の地

域ケア会議についてお伺いしたいと思います。 

 大変に具体的なケースを積極的にやられていて、とてもいいと思うのですが、このケー

スは具体例を用いてやっていらっしゃると想定しています。この個別地域ケア会議の目標

をどこに持つのかという点についてお伺いできればと思います。すなわち、個別ケアを目

標にするのか、それとも個別支援のケース検討を通してのネットワーク構築等を重視する

のか。例えば大分はケアプランの介護予防型への見直しを目標にしていますが、武蔵野市

はどちらかというとケアマネのほうの研修でやっている。そうすると、ケース検討とケア
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プランの提示はないと思うのです。そうすると、個別支援を中心にするのか。個別支援の

検討を通したネットワーク構築を中心にしていくのか。また、そのときにメンバーをどん

どん入れかえていくのか。それとも、ある程度継続しながら、また途中で入れかえていく

みたいな形で考えているのか。そのあたりはどういう運営を考えていらっしゃるのか、お

伺いできればと思います。 

【地域包括支援センター長】  ２９年度の現段階では、まず個別の課題をしっかり解決

することを考えております。地域ケア会議は、介護保険のサービス担当者会議より幅広く

専門家に入ってもらい、助言をいただくことも可能です。そしてさらに、ネットワークと

いうよりも、専門家同士のつながりも私は必要だと思っています。そこで今、私が明言で

きるのは、個別の課題を解決できる仕組みを確実につくることです。そのためには、ケア

マネジャーのケアプランも必要なので、そこに力を入れながらネットワーク形成をする。

そこに持っていこうと考えています。 

【会長職務代理】  そうしますと、まずは個別支援を中心に行いつつも、特に専門家間

のネットワークを大事にしていきたいという形と理解していいですか。そうしますと、回

数がこれで足りるのかという問題がどうしても出てきてしまうと思うんです。なぜかとい

うと、個別だからです。つまり、個別がたくさん出てくる。さらに厄介なのは、これを困

難ケースだけに絞ってしまうと、むしろ家族とか地域の人々が出る余地がどんどん少なく

なっていくという問題がある。そのあたりはどうするのか。試行錯誤しながらやっていく

ことは大事だと思うので、これをやってくださいとかという形ではもちろんないし、ぜひ

試行錯誤していただきたいと思っているのですが、そのあたりもどう考えていくのか。 

 つまり、困難ケースを中心にするのか、多様な連携か。先ほど出てきたフレイルとかも、

実はいろんなアクターが必要で、かつ、一見マイルドに見えるんだけれども、連携してい

く必要があるという問題、あるいは共通理解をつくっていく問題なのです。個別の地域ケ

ア会議は多様性が高いので、そこをどうフォーカスしていくのか。そうでないと、あちこ

ち全然違うものをやっていると理解されてしまわないか危惧していますので、そのあたり

も、少しわかりやすい方針をどこかに出せるといいのかなと思っております。 

【地域包括支援センター長】  ありがとうございます。 

【会長】  最後のほうにある評価の仕組み、これはことしの秋ぐらいに中間まとめをし

てという理解でよろしかったでしょうか。――はい。 

 例えば、評価の仕組みということですけれども、何か評価の基準とかお手本みたいなも
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のがあるのでしょうか。 

【介護予防・生活支援担当係長】  評価の仕組みにつきましては、国のほうで委員会を

昨年度まで立ち上げておりまして、そこの中で検討してございます。その委員会をもとに

国のほうで指針を出しまして、それを全国の自治体で評価に使っていくことになると思わ

れますけれども、我々の市においても、国が示した指針と、あとは武蔵野市独自で評価の

項目が立てられないかということを再度検討いたしまして、この地域包括ケア推進協議会

で皆様にご審議いただきたいと考えているところでございます。 

【会長】  武蔵野市独自の取り組みも非常に多いところだと思いますので、いろいろな

ところで検討していく必要性があるかなと思います。しかも、それこそ困難ケースから、

虐待から、フレイルから、地域ネットワークからということで、本当に幅広いお仕事をさ

れていることが伝わってくると思います。 

 こちらのほうはよろしいでしょうか。皆様、いかがでしょうか。――では、評価の仕組

み等をつくるということで、今後に期待したいと思います。ありがとうございました。 

 

    ③地域密着型サービスの指定 

【会長】  次に、次第の８、（２）審議事項③「地域密着型サービスの指定」について、

事務局から説明をお願いいたします。 

【介護サービス担当係長】  大変お手数ですが、資料５に戻っていただきまして、７

ページをごらんください。指定の有効期間、先ほども見ていただいた箇所でございます。 

 指定有効期間の一番上に「ジャパンケア武蔵野（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）」

という事業所と、その２つ下に「ジャパンケア武蔵野（夜間対応型訪問介護）」という事

業所がございます。こちらは指定の有効期限が３０年４月１日と２９年１０月１日という

ことで、昨年度、本会議の第２回、第３回で、事業者さんにプレゼンテーションに来てい

ただきまして、本協議会のご意見を伺って、指定更新を既に行ったところでございます。 

 しかし、今回、４月１日付でジャパンケアのグループ会社でありますＳＯＭＰＯケアグ

ループで組織再編がございまして、会社間の吸収合併があるということになりました。そ

れに伴いまして、ジャパンケアの社名が変わる。ただ、スタッフや運営体制の変更となる

ことはなく、現状のままで、お名前だけが変わると伺ってございます。しかし、事業所の

指定としましては、現事業所を廃止して新規の申請が必要であるということから、本日皆

様に新規指定ということでご意見を伺うこととなりました。 
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 ですから、基本的には現状の体制は変わらないということと、直近に更新の指定を行っ

ていることを踏まえまして、本日、ＳＯＭＰＯケアグループの組織再編についてジャパン

ケア武蔵野さんにご説明をいただきまして、新たな指定について皆様にご意見を伺いたく

存じます。なお、この手続については、本市のみならず全国規模で行われているというこ

とを申し添えさせていただきたいと思います。 

 それでは、お願いいたします。 

     〔事業者２名、入室〕 

【会長職務代理】  それでは、お願いします。 

【事業者】  本日は、お時間をいただきまして、ありがとうございます。私、ＳＯＭＰ

Ｏケア株式会社のウガヤマと申します。 

 ただいまお話があったかと思うのですけれども、資料のほうに、ＳＯＭＰＯケアグルー

プの組織再編についてというところで、このたび７月１日をもちまして、２枚目の真ん中

辺にあるように、ＳＯＭＰＯケアメッセージ、今のジャパンケアサービス（ＪＣＳ）と、

大阪のほうにあるプランニングケア（ＰＣ）と、ＳＯＭＰＯケアネクストという旧ワタミ

系の会社という４つの法人、これが全てＳＯＭＰＯホールディングスということで、ＳＯ

ＭＰＯケア株式会社に吸収合併される運びになっております。 

 このことにおいて特に何かが変わるというものではないのですけれども、例えば賃貸契

約ですとか雇用契約ですとか、利用者様との契約も含めて全て権利が譲渡されていくとい

うことで、ジャパンケアサービスという会社はなくなるのですけれども、名前が変わって、

吸収合併されて、１つになるという流れになっております。 

 これが起きました背景といたしまして、皆様ご存じのとおり、この業界はなかなか人が

集まらないという中で、ＳＯＭＰＯグループに介護ヘルス事業部というものがございます。

それぞれの法人が別々で近くに存在していても、就業規則が違ったりですとか、給与体系、

待遇が違ったりとかということもありまして、人事の交流といいますか地域でうまく活用

していけないというところがございます。今回、その辺の就業規則に関しても一本化して、

人事の交流を図る。地域の人手不足、２０２５年問題で働き手が足りなくて、要介護者が

ふえていくという中で、弊社もなかなか人材が集まりにくい環境ではありますので、そう

いったことで乗り越えていこうということが趣旨でございます。単純に合理的な、統合し

て廃止してとかというものではなくて、前向きに、地域での、何とか頑張っていこうとい

う運びで、このようになり、ご説明を差し上げました。ありがとうございます。 
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【会長】  それでは、今の説明について、何か質問等はございますでしょうか。 

【酒井委員】  合理化ではなく、勤務条件、労働条件を精査し、サービスをより提供し

やすい条件に整えたというご説明で、利用者、顧客にとっても良いように感じました。介

護者の心理的な部分、心身の状態や精神的の安定が、介護の受け手に微妙に反映します。

なので、引き続き今までと全く何も変わらずとおっしゃったけれど、その前段として、労

働条件を全て一律にして、より手厚くしますということを理由に、突然、介護者が変わる

ということもなく、今までと全く変わりがなく提供されるということですか。 

 もう１つ、ここをもう少し何とかしてほしいとか、急用で、いつもと違うところに来て

ほしいというときも、いつもの介護者に来ていただけるということですか。 

【事業者】  心配されるのはごもっともだと思うのですけれども、今回、事業所自体は

名前が変わるだけで、従業員の体制等々も全然変わりません。ただ、今回、人がかわると

いうよりも、人手不足を何とかしなければいけないという部分がやはり大きくて、どちら

かというと弊社のほうでも今、訪問介護、定期巡回、夜間対応とやっておりますけれども、

募集をかけると、どちらかというとハコモノと言われる施設系のほうが、どうしても人気

があるというか、来るような状況です。そんな中で、逆にそちらのほうで人がうまく採用

できて、この介護業界の中で、ハコモノしかできないとか在宅しかできないというよりも、

ここは理想になってしまうのですけれども全部ができる職員を育てたいというところがあ

ります。ただ、７月１日の時点で社名が変わるだけで、会社側のスタッフが入れかわると

いうことは一切ないです。誰もやめなければですけど。（笑） 

【酒井委員】  特に認知症の方は、生活リズムや人間関係が安定していることが大事で、

少しの変化でも反応し混乱することがあります。ご自宅で認知症の方と暮らしている方に

とって、介護者が突然変わるということは、ある意味、死活問題になる場合もあります。

ぜひ今までコミュニケーションができていた職員さんが継続していけるように、間接業務

の方たちも含めて最善のサポートをしてください。最後に、職員の方の業務研修をきめ細

かにしていただき、新しい方に引き継ぐことになる場合は、業務は丁寧に引き継いで、何

ら変わりがないようにしていただけることを強く望みます。 

【事業者】  研修のこともそうですけれども、今、４者がバラバラの研修をしていると

いうところもありまして、研修の中で、介護技術に強い事業所があったり、例えば認知症

の勉強をしていますとかそういった部分に強いところもあったりしますので、それを当社

の教育研修部でまとめ上げて、新しい研修体制も含めて、いいところをうまく抜粋して、
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初年度なので最初からうまくいくかどうかちょっとわかりませんけれども、そういった状

況もつくろうとしております。 

 あと、先ほどの待遇の話で、待遇が悪くなるからやめるというのはほぼほぼありません。

４社がありますので、当然、待遇のいいところ悪いところという言い方もちょっと変です

けれども、いいところが下がることはなくて、悪いところがいいところに上がるという部

分で来ていますので、退職するということもありませんし、管理者はスタッフも場所も含

めて全く変わらず、ただ社名が変わるというところです。私も訪問介護のヘルパーで非常

勤から働いていますので、現場の気持ちは一応わかっているつもりです。 

【会長】  ほかの委員で、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。――では、

ご質問はほかになしということで、プレゼンテーションを終了します。ありがとうござい

ました。 

     〔事業者２名、退室〕 

【会長】  以上、５分間ですけれども、プレゼンテーションは終わりました。 

 地域密着型サービスの事業者の指定は、最終的には市長が行うことになっておりますけ

れども、こちらの推進協議会の意見も必要なため、ご意見をまとめたいと思います。 

 それでは、ご意見のある委員の方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ挙手をお願いしま

す。 

【会長職務代理】  意見ではなく、確認なのですが、有効期限についてです。今回は、

廃止から新規ということで、基本、全て６年でやっていると思うのですが、今回は内容面

については特に扱っていないと思うんです。この場合も、恐らく７月１日からという形だ

と思うのですが、７月から有効期限は、これまでのものの有効期限とするのか、７月から

の６年となるのか。どうなんでしょうか。その場合、もし内容面も含めるんだったら、プ

レゼンテーションに内容面も含めないと。ただし、今回はあくまでも会社の変更というこ

とであると、有効期限を引き継ぐと考えるのか。あくまで形式なんですが、実は６年とい

うことに意味があるかどうかにかかわってくるので、お伺いできればと思います。 

【介護サービス担当係長】  基本的には、廃止して新規の指定になりますので、そこか

ら６年間の有効期間になると考えております。 

 内容面についても、基本的には変わらないと考えてよろしいかと思います。確かに、有

効期限が、先ほどの、前回の更新から数カ月、少し延びてしまうことにはなりますけれど

も、内容についても基本的には変わらないと考えてよろしいかと思います。 
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【健康福祉部長】  確かにおっしゃるとおりでございまして、だったら６年の有効期間

は何なのかという話にもなりかねないのですけれども、本来であれば、今回ここの時点で

新たにプレゼンテーションを行っていただいて、内容的なものについてもそこでお示しし

いただいて、新たな指定ということになるのかなと思っておりますが、先ほどごらんいた

だいた資料５の２ページの一番上、定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護・医療連携推

進会議、３カ月に１回開催というものについて、ジャパンケアは、つい先日、指定の更新

がございました。３月１４日にも医療連携推進会議が開催されておりまして、そちらで運

営状況についても、私どもの職員や在宅介護･地域包括支援センターの職員あるいは地域

の方々に確認をいただいております。 

 その意味で言えば、その内容がそのまま引き継がれるということですので、今回、

ちょっと異例ではございますけれども、そこから新たに６年が始まるということについて

も、直近で確認しており、そのまま引き継いでも大丈夫だろうということでございます。 

【会長職務代理】  今回の指定に異論があるわけじゃなく、これはルールだと思うんで

すね。例えば、これが５年たったときに、同じことが起きたときに、もしも今回の場合で

あれば、可能ですよね。部長がおっしゃった「直近」という言葉は一体何を意味するのか

ということは、ある程度ルール化しておく必要があるのかなと。今回の指定に異論がある

わけではなく、このルールを整理していただきたいということはぜひお願いしたいと思い

ます。 

【健康福祉部長】  わかりました。そこについては、今後さまざまな地域密着型サービ

スが出てまいりますので、その都度、その都度どういった整理をするのか、あるいは指定

の更新をするのかということについてはルール化をしてまいりたいと思います。 

【会長】  今のは、このことじゃなくて、むしろルールをつくるとかを事務局にお願い

したいということでよろしいでしょうか。 

 ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。 

【藤澤委員】  今のお話の追加になるのですけれども、今回、吸収合併ではない。でも、

今後もあらゆる事業所で合併ということはあり得ると思うんです。そうしたときに、そこ

が起点になるのか、あるいは申請を受けたときか。きょうの場合は、きょうの起点、７月

になるのですね。そんなところも含めてルール化していただいたほうがいいのかなと思い

ます。 

【健康福祉部長】  おっしゃるとおりで、例えばさまざまなサービス提供事業者の統合
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化というか大規模化が介護報酬でも進められております。そういったほうが、介護報酬上

も運営しやすくなるという取り扱いがされております。今後も、ほかのサービス提供分野

においても、そういったものが進んでいくのだろうと思っております。先ほど渡邉先生か

らもご指摘がございましたけれども、今後も新たな、そういった事例が発生すると思われ

ますので、それについての整理は行っていきたいと思っております。 

 最初に、地域密着型サービスの通所介護については、かなり簡略化した指定の仕方をさ

せていただいていると申し上げました。地域密着型の通所介護については、ただ単に規模

が小さいということだけで地域密着型になってしまったものですから、これについては私

どものほうで、現地で確認させていただいて、指定したということについて皆様にご報告

して、ご承認をいただく、そういう若干簡略化した方法をとっておりましたけれども、そ

れ以外のサービスについてはどういうやり方がいいのかということについても整理をした

上で、お示ししてまいりたいと思っております。 

【会長】  ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。――それでは、今回直接ＳＯＭＰ

Ｏさんではないけれども今後こういう事例が非常に多くなってくるだろうということで、

ルールの整備を事務局のほうでぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、事務的なことになりますが、このＳＯＭＰＯグループの組織再編について、

情報の取り扱いについては「ご留意」と書かれているのですが、資料１１を回収する必要

性は特によろしいですか。 

【健康福祉部長】  後ほど回収させていただきたいと思いますので、机上に置いていた

だけますか。 

【会長】  では、この資料１１は回収で、ほかのはよろしいですね。では、皆さん、お

残しいただければと思います。 

 

９ 閉  会 

【会長】  それでは、閉会の時間が近づいてまいりました。事務局より連絡事項があり

ましたら、よろしくお願いいたします。 

【相談支援担当課長】  本日はさまざまなご意見をいただきまして、ありがとうござい

ます。いただいたご意見等につきましては、私どもの本年度の活動に生かしてまいりたい

と思います。 

 なお、本日の議事内容につきましては、議事録としてまとめまして、委員の皆様にご確



  40 

 

認をいただいた上で、市のホームページに掲載させていただく予定です。６月中には議事

録の案をお送りしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【会長】  では、今後は、まず６月に議事録が来るということと、秋以降にまた会議が

あるかと思いますので、その節は日程調整等をよろしくお願いいたします。 

 きょうは今年度第１回ということで、新しい委員の方もご参加いただきまして、ありが

とうございました。特に、地域包括ケアシステムは、自助、互助、共助、公助ということ

で、それこそ行政の方ですとか、専門職の方あるいは地域住民の方、また高齢者といいま

すか当事者の方自身も自分の力を使っていくということで、いろんな方たちが参加する場

だと思います。今後、介護保険も変わり目ということで、今後話し合っていく内容がいっ

ぱいあると思いますけれども、今後もぜひよろしくお願いいたします。 

 きょうはありがとうございました。 

 

午後８時３７分 閉会 

 


